
柳津町役場 建設課 建設係
☎ 0241-42-2117

お問い合せ先

補 助 内 容
１．補助の対象となる者は？

下記の要件に該当する者
① 町直営除雪オペレーターとして１年以上従事すること
② 本人及び同居する世帯員に、市町村税等の滞納がないこと
③ 柳津町に住所を有すること
④ ６０歳以下であること(令和７年４月１日現在)

２．補助金額は？
大型特殊免許取得費用及び運転技能講習費の実費のうち、実費合計額の１／２以内
です。（限度額：１０万円）

３．補助の対象となる経費は？
○対象
① 大型特殊免許取得の場合

・入学金、適性検査料、技能教習料、教本代、写真代及び検定料
② 車両系建設機械運転技能講習の場合

・講習会受講費、テキスト代
×対象とならない経費

・免許取得、講習会受講にかかる旅費及び交通
・仮免試験料、仮免交付手数料、運転免許申請料及び技能試験料
・延⻑・補習教習料

４．補助金の返還を求める場合は？
① 虚偽の申請等があった場合
② １年未満の間に取得した資格を失効した場合
③ 上記のほか、補助金の交付決定を取り消すべき事由が確認された場合

特 記 事 項
補助の事前申込者は当該年度の除雪オペレーターとしての採用を確約するものでは
ないのでご注意ください。

募 集 期 間
随時※詳細は建設課建設係までお問い合わせください。

申 請 方 法
必要書類をホームページからダウンロードまたは建設課建設係の窓口に備え付けて
ありますので、補助金の詳細を確認の上、建設課建設係までご提出ください。


